
 

 

 

 

明石市と徳島市との連携による「パートナーシップ制度 
に係る都市間連携に関する協定」の締結式を開催します 

 

 

このたび、明石市と徳島市は「パートナーシップ制度に係る都市間連携に関する

協定」を締結します。これにより、12 月 27 日から、制度利用者が２市間で転居し

ても、簡易な手続きにより、転出先の市から受理証明書等が発行され、制度の効果

を継続できるようになります。 

 また、この協定を契機に、２市間での連携・協力を進め、誰もが SOGIEに関わら

ず自分自身を大切にし、安心して自分らしく暮らせるまちづくりを、より一層推進

していきます。 

  

記 

  

１ 協定名 

パートナーシップ制度に係る都市間連携に関する協定 

 

２ 協定の締結日 

2021年（令和 3年）12月 27日（月） 

 

３ 協定締結式について 

(1)日 時 2021年（令和 3年）12月 27日（月）13:30～ 15分程度 

 (2)場 所 明石市役所本庁舎３階 ３０３応接室 

 (3)出席者 明石市長 泉 房穂 

       徳島市長 内藤 佐和子 

 (4)次 第 １．出席者紹介、協定の趣旨説明 

       ２．協定の締結（協定書への署名） 

       ３．写真撮影、挨拶（両市長） 

       ４．質疑応答 

 

４ 協定の内容について 

 (1)都市間連携協定の開始日 

   2021年（令和 3年）12月 27日（月） 

 (2)協定による連携事項 

 【パートナーシップ制度の相互連携】 

① 転出元自治体に、制度に係る受理証明書等を返還する手続きが不要に 

なります。 

  ②転出先自治体での手続は、提出書類を一部省略し、簡素化します。 

 

情 報 提 供 日 2021 年（令和３年）12 月 20 日 

問い合わせ先 
政策局 SDGs 推進室（山田・中島） 

☎ 078-918-6056（内線：2417） 

徳島市 × 



・届出書 

・転出元自治体の受領証等 

・住民票の写し等 ・本人確認書類 

※独身であることの確認資料（戸籍謄本等） 

 の提出は不要 

※来庁または郵送でのお手続き 

・受理証明書の交付の事実を通知 

・転出元へ受領証等を返還 

◆連携スキーム（例：徳島市から転出し、明石市に転入する場合） 
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STEP２ 受理証明書の交付 
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パートナーシップ制度に係る都市間連携に関する協定書（案） 

 

徳島市と明石市(以下「協定締結市」という。)は、パートナーシップ制度（以下「制度」とい

う。）に係る都市間連携について、次のとおり協定を締結する。 

(目的) 

第１条 この協定は、いずれかの協定締結市の制度を利用している者（以下「制度利用者」とい

う。）の住所の異動に伴う制度に係る手続の負担軽減を図ることにより、引き続き、安心してい

きいきと生活できるよう支援することを目的とする。 

(対象者) 

第２条 この協定による都市間連携の対象者は、令和３年１２月２７日以降に協定締結市の間で

住所の異動をする制度利用者とする。 

(連携方法) 

第３条 協定締結市は、制度利用者から、転入(新たに徳島市又は明石市の市域内に住所を定める

ことをいう。以下同じ。)前に他の協定締結市において制度を利用していた旨の申告又は届出を

受けたときは、所定の要件を確認の上、受領証等（徳島市にあっては、パートナーシップ宣誓

書受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証カードを、明石市にあってはパートナーシップ・

ファミリーシップ制度届出受理証明書という。）を交付するものとする。 

２ 前項の規定により受領証等を交付したときは、当該受領証等を交付した事実とともに、制度

利用者の氏名、生年月日及び転入前の住所の属する協定締結市が発行した受領証等の交付番号

を、当該協定締結市に通知するものとする。 

 (運用における相互協力) 

第４条 協定締結市は、制度の運用等において、相互に協力して取組を行うものとする。 

 (個人情報の取扱い) 

第５条 協定締結市は、この協定に基づき、共有する当事者の個人情報について、各協定締結市

の個人情報の保護に関する条例に基づき適切に取り扱うものとする。 

（解約） 

第６条 協定締結市のいずれかが、この協定を継続できない事情が発生したときは、協定締結市

が協議の上、この協定を解約することができるものとする。 

(協議) 

第７条 協定締結市は、それぞれの制度を変更するときは、その都度報告するとともに、必要に

応じて協定締結市で協議の上、この協定を変更するものとする。 

２ この協定に定めのない事項又はこの協定の内容に疑義が生じたときは、必要に応じて協定締

結市が協議の上、定めるものとする。 

３ 協定締結市のいずれかが、この協定の内容の変更を申し出たときは、協定締結市が協議の上、

必要な変更を行うものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、協定締結市が署名の上、それぞれ１通を保

有するものとする。 

 

令和３年１２月２７日 

               

 

徳島市長                  明石市長                 


